
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ９６４ １０ １，１９０ 

前 年 １，２３７ ２０ １，５７８ 

増 減 -２７３ -１０ -３８８ 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ２８８ ４ １４７ 

前 年 ４００ １０ ２０７ 

増 減 -１１２ -６ -６０ 

第０５号 

2020年 

５月１８日 

〈高齢者の事故〉 
※高齢者…65歳以上をいう 

交通事故は前年に比べて発生件数、死者数、傷者数ともに減少しました。 

お互いに「ゆずり合い、思いやり運転」で交通事故を１件でも減らしましょう。 

 
 

ヘルメットの着用は、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で、

『幼児・児童・生徒・高齢者はヘルメットを着用しましょう』と定められています。 

 自転車事故で死亡した人の多くが頭部に致命傷を負っています。 

頭部の保護は事故の被害を軽減する上でとても重要です。 

は自転車安全利用月間 

自転車事故は、令和２年４月末現在、１４５件（前年比－５５件）発生しており、

１人が死亡（前年比－２人）、傷者は１４４人（前年比－５６人）となっています。 

前年に比べて発生件数、死者数、傷者数ともに減少しています。 

自転車は免許のいらない手軽な乗り物ですが、交通ルールを理解して守らなければ、

死亡事故など重大な事故につながります。自転車のルールを正しく身につけましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

★ 歩道は通行できません 

普通自転車ではないタンデム車は、

「自転車歩道通行可」の標識がある歩道

でも走ることはできません。 

車道の左側を通行します。 

自転車は「軽車両」で車両の仲間です。原則、車道を通行します。 

自転車で道路（車道）の右側を通行することは、通行場所を守ら

なかった危険な違反になります。 

必ず車道の左側を通行しましょう。 

この標識がある歩道は自転車で通行できます。 

※ 標識がない場所でも１２歳以下の幼児、児童、７０歳以上の方は

歩道を自転車で通行することができます。 

歩道は、歩行者優先です。 

歩道では、すぐに止まれるような速度（徐行）で進行し、歩行者がいれば、

自転車を押して歩くなどしましょう。 

歩道の歩行者などに対して自転車のベル（警音器）をむやみに鳴らしては

いけません。道路交通法で禁止されています。 

飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、スマートフォン等を使用しながらの走行、傘差し運転

はやめましょう。 

信号のある交差点では信号を守り、交差点に一時停止の標識がある場合はもちろん、標識

がない場合でも必ず一時停止をして、左右の安全確認をしっかりとしましょう。 

夜間は周囲に存在を知らせることが大切です。夜間、自転車に乗る時は、

必ずライトを点灯しましょう。 

また、自転車のタイヤや車体の側面に反射材を取り付けることで車の

ドライバーから発見されやすくなります。自転車の存在を目立たせるため

に反射材を活用しましょう。 

 


